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１ 開放病床の取り扱い 

 「京都第一赤十字病院共同利用運営規程第３条」に定める開放病床は、

京都第一赤十字病院の稼動病床のうち１０床とする。 

  

２ 開放病床の取扱手順 

 （１）入院 

    開放病床への入院は、以下の手順により行う。 

① 登録医は、開放病床利用申込書（別紙様式１）と診療情報提供書（別

紙様式２）を事前に地域医療連携室へＦＡＸする。 

② 京都第一赤十字病院の主治医（以下「主治医」という。）は、別紙様

式により申し込みを行った登録医と診療内容について電話で調整を

行う。主治医が不在の場合は、当該診療科部長又は副部長が代行する。 

③ 入院日が決定した後、登録医は、開放病床入院患者（以下「入院患者」

という。）に複写式の同意書（別紙様式３）を求め、１部を診療情報

提供書（別紙様式２）と共に患者に手交する。 

④ 当該入院患者は、入院当日に病院の入院受付に同意書（写し）と登録

医が発行した診療情報提供書を提出する。 

 

 （２）退院 

    開放病床からの退院は、以下の手順により行う。 

① 退院は、主治医と登録医が協議して決定し、退院時に主治医は、患者

に病院の発行する診療情報提供書を交付する。 

② 入院期間は概ね２週間を目処とする。 

 

 （３）共同診療・指導 

 入院患者の診療・指導は、以下の手順により主治医と共同で行う。 

① 共同診療・指導は、開放病床を訪問して行う。主治医が不在の場合は、

当該診療科部長又は副部長が代行する。 

② 共同診療・指導のために開放病床を訪問する場合は、事前に地域医療

連携室に電話で訪問時間等の調整を行う。 

③ 共同診療・指導を行った場合は、開放病床共同診療・指導票（別紙様

式４）に必要事項を記載し、地域医療連携室へ提出する。 

④ 入院患者に対する与薬、検査等の指示は、すべて当該病床にて行うも

のとする。 

 

 

 

 



３ 高額医療機器等の共同利用 

 登録医等が行う高額医療機器等の共同利用は、次により医療機器を扱う担当

者等と共同で行うものとする。 

① あらかじめ地域医療連携室に「診察申込票」（別紙様式５）をＦＡＸ

し、訪問日時等の調整を行う。 

② 共同利用のできる高額医療機器等は、「別表」のとおりとする。 

 【別表】 

医療機器名称 設置場所 

 コンピュータ断層撮影装置 

 （ＣＴ装置） 

ＣＴ室 南棟地下１階 

 超電導磁気共鳴診断装置   

 （ＭＲ装置） 

第２ＭＲ室 南棟 1階 

 電子内視鏡システム 消化器センター Ｂ棟２階 

 超音波診断装置 超音波検査室 Ｂ棟２階 

心臓超音波診断装置 心臓超音波室 南棟１階 

 ホルダー型心電図 心臓超音波室 南棟１階 

   

   

   

 

４ 図書室の共同利用 

 登録医が、図書室を共同利用する場合は、次によるものとする。 

① 事前に総務課図書係に訪問日時や検索する文献等を連絡する。 

② 利用可能な資料及びサービスは以下のとおりである。 

ア 文献等の検索 

  イ 図書の閲覧及びコピー 

 

５ 駐車場の利用 

 当院駐車場の利用は無料とする。 

 

附則 

 この手引きは、平成１９年４月１日より実施する。  


